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１ ビジョンの策定にあたって

（１）ビジョン策定の背景と目的

近年、社会情勢や構造が大きく変化する中で、図書館の利用者のニーズは、

より多様化・高度化しています。

とりわけ、令和２年から５年にかけて世界的に猛威を振るった「新型コロナ

ウイルス感染症」の影響により、人々の生活スタイルも一変し、図書館におい

ても休館等の対応を行わざるを得ない状況でした。

コロナ禍以降の図書館の役割は、人々の生活の一助となり、豊かな人生を過

ごしてもらうため、読書主体の場にとどまらず、教養を深め、新しい情報に触

れることのできる場としての役割が一段と求められております。

このような現状に対応すべく、図書館は常に新しい情報の収集、発信を行い、

利用者のニーズに応えていく必要があります。

町民の「学び」の場であり、生涯学習の拠点でもある大泉町立図書館（以下

「町立図書館」という。）は、平成元年に建て替え、現在の町立図書館となっ

てから３５年以上が経過しました。

これまでに町立図書館は、開館時間の見直し、視聴覚資料の導入、貸出点数

の拡大、ブックスタート事業＊1の開始など、利用者サービスや満足度の向上に

取り組みながら、令和５年４月より指定管理者制度を導入し、現在に至ってお

ります。

「図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成２４年文部科学省告示第１

７２号）」＊2において、市区町村立図書館は、その設置目的を踏まえ、社会の変

化や地域の実情に応じ、当該図書館の事業の実施等に関する基本的運営の方針

を策定し、公表するよう努めるものとしております。

大泉町立図書館ビジョンは、大泉町が目指す町立図書館のあり方を明確にし、

町立図書館が持っている機能を充実させ、利用者の満足度の向上を目指し、図

書館施策の基本方針として令和３年３月に策定し、５年が経過しようとしてお

ります。そこで、令和８年４月以降が期間となる第２次図書館ビジョン（以下

「本ビジョン」という。）を策定し、さらなる利用者の満足度の向上を目指しま

す。

＊1『ブックスタート事業』１９９２年にイギリスで始まり、赤ちゃんと保護者に絵本を開く楽しい時間と心
触れ合うひとときを持つきっかけをつくるため、自治体の７か月児健康診査等の時に実施する活動。

＊2『図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成２４年文部科学省告示第１７２号）』図書館法で図書館
に対し求めていることの実現を図るため、国がその責任において目標となる基準を示すもの。
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（２）ビジョンの位置づけ

本ビジョンは「大泉町みらい創造羅針盤～大泉町総合計画２０１９～」基本

構想、及び大泉町教育大綱を上位計画とし、「大泉町みらい創造羅針盤～大泉町

総合計画２０１９～」の基本構想における生涯学習の「夢とやさしさをもって、

生き生きと学ぶまち」を実現するための、図書館施策の基本方針を示すもので

す。

本ビジョンに基づく施策・事業については、図書館運営方針にて示します。

（３）ビジョンの期間

本ビジョンの期間は５年間とし、令和８年度から令和１２年度とします。

また、状況の変化により、必要に応じ見直しを行います。

大泉町みらい創造羅針盤～大泉町総合計画２０１９～基本構想

大　泉　町　教　育　大　綱

         大 泉 町 立 図 書 館 ビ ジ ョ ン

大泉町教育行政方針（生涯学習の推進）

図 書 館 運 営 方 針

令　　和 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度

大泉町教育大綱 　　　　　　　　４年間（予定）

第２次大泉町立図書館ビジョン

１年間 １年間 １年間 １年間 １年間

１年間 １年間 １年間 １年間 １年間

計画期間は無期

　４年間（予定）

５年間

大泉町みらい創造羅針盤
～大泉町総合計画２０１９～基本構想

大泉町教育行政方針
（生涯学習の推進）

図書館運営方針


